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​１　事業名​

​　　令和８年度外国人受入・定着支援業務​

​２　事業委託期間​

​　　契約締結日から令和９年３月31日（水）まで​

​３　事業目的​

​労働人口の減少が進む中、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において一定​

​の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる仕組みとして、出入国管理及​

​び難民認定法（昭和26年政令第319号）の改正により令和元年４月に新たな在留資格「特​

​定技能」が創設された。​

​しかしながら市内企業における外国人雇用は「採用に係る手続きの煩雑さ」や「労働​

​慣習や文化の違いへの不安」などを理由として、他政令市と比較しても進んでいない状​

​況にある。​

​こうした状況を踏まえ、人手不足を課題とする市内中小企業を主な対象として登録支​

​援機関による伴走型支援を実施することで、市内経済界における外国人雇用の関心を高​

​め、今後の人材不足の解決に向けた特定技能外国人の雇用を促進する。​

​４　事業概要​

​市内中小企業における特定技能制度による外国人雇用を促進するため、セミナーの実​

​施及び採用費用の負担軽減・入国前から採用後までの伴走型支援を行うほか、成功事例​

​の発信により市内中小企業等に外国人雇用の好事例を広く波及させる。​

​なお、民間企業等のノウハウを最大限に活用するため、企画提案に基づき上位３事業​

​者を決定する。​

​５　業務内容​

​札幌市内に「令和８年度外国人受入・定着支援業務事務局」を設置し、下記の業務を​

​行うこと。なお、契約締結後に法令の改正等があった場合は、業務内容の変更について​

​札幌市と協議することができる。​

​また、受託者は国及び他自治体等の類似事業について適宜情報収集を行うとともに、​

​必要に応じ札幌市への情報提供及び札幌市からの質問への回答に協力すること。​

​（１）企業向けセミナー​

​市内企業向けに、特定技能外国人の雇用に対する機運の醸成を図るセミナーを開催す​

​る。セミナーは、より多くの企業が参加できるようオンライン受講にも対応すること。​

​　なお、企業向けセミナーは受託する３事業者のうち札幌市の指定する１事業者のみが​

​実施する。​

​ア　広報・受付​

​リーフレット・Webページ作成を含む対象者に向けた効果的な広報・受付手法を企​

​画提案者が提案すること。事業者団体（協会等）への周知については事前に札幌市と​

​協議の上実施すること。郵送費用等が発生する場合には原則受託者の負担とする。な​

​お、参加企業の選定については原則先着順とするが、決定にあたり事前に札幌市の承​

​認を受けること。​
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​イ　セミナー内容​

​既に特定技能制度により外国人を雇用している企業の好事例紹介等により外国人雇​

​用についての不安を解消するとともに、伴走型採用・定着支援の案内を行うことを基​

​本とするが、具体的なセミナーの内容、講師等については、企画提案者が提案するこ​

​と。​

​ウ　実施回数及び開催時間​

​　　　　セミナーは１回以上実施し、時間は概ね２時間程度として、具体的な実施回数及​

​びカリキュラム案については企画提案者が提案すること。なお、複数回実施する場​

​合には同様の内容とすることも差し支えない。​

​エ　実施時期​

​　　　　下記（２）の受付期間中に実施することとし、企画提案者が提案すること。な​

​お、札幌市が変更を指示する場合があるため予め留意すること。​

​オ　会場​

​大通駅や札幌駅近郊など、市内中心部の利便性の高い会場を企画提案者が提案する​

​こと。​

​カ　参加料​

​　 　　無料とする。​

​キ　参加企業の目標数​

​　​​　​ ​　​​１​​事​​業​​者​​あ​​た​​り​​来​​場・​​オ​​ン​​ラ​​イ​​ン​​に​​よ​​る​​参​​加​​計​​50​​社​​以​​上​​と​​し​​て​​企​​画​​提​​案​​者​​が​​提​​案​​す​

​ること。​

​（２）伴走型の受入・定着支援​

​初めて特定技能外国人を雇用する企業等及び雇用される外国人材に対し、人材の紹​

​介や雇用にあたり必要な手続きの支援・採用後の定着に向けた支援を実施する。支援​

​に係る費用のうち、受入に係る紹介料等の費用の３分の２（税込。千円未満切り捨​

​て）を上限に、当該事業の委託費により充当し、企業の負担を軽減すること。​

​なお、当該事業において対象とする支援費は、原則履行期間内の支援に対する費用​

​とする。​

​ア　対象者​

​（ア）企業（共通要件）​

​　　　以下の要件をすべて満たす市内企業等とする。​

​　　   ａ　札幌市内に活動拠点（本社または営業所等）を有していること。​

​ｂ​ ​発​​行​​済​​株​​式​​の​​総​​数​​又​​は​​出​​資​​金​​額​​の​​２​​分​​の​​１​​以​​上​​を​​同​​一​​の​​大​​企​​業​​（中​​小​​企​​業​​者​​以​

​　外の企業）が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資金額の３分の​

​　２以上を大企業が所有している中小企業者及び大企業の役員又は職員を兼ねてい​

​　る者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者でないこと。​

​　  ｃ　特定技能外国人を札幌市内の事業所で直接雇用する予定があること。​

​　　ｄ　過去に特定技能外国人を雇用したことがないこと。ただし、以下のいずれかに​

​　該当する場合については対象とする。​

​　・　既に雇用する特定技能外国人と異なる分野において新たに雇用を希望する場​

​　　合​

​　・　過去に特定技能外国人を雇用したことはあるが、現在は雇用しておらず、か​

​　　つ介護分野において雇用を希望する場合​

​　　ｅ　市税の滞納がないこと。​

​　　ｆ　会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等​

​　に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。​
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​　　ｇ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）​

​　第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、​

​　同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者​

​　でないこと。​

​　　ｈ　事業主が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77​

​　号）第３条又は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の​

​　構成員に該当せず、また、役員、代理人、支配人その他の使用人等としても使用​

​　していない者であること。​

​　　ｉ　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第３条に規定する政治団体に該当す​

​　る者でないこと。​

​　　ｊ　宗教法人法（昭和26年法律第126号）第２条に規定する宗教団体に該当する者​

​　でないこと。​

​　　　　ｋ　「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令​

​　　　（平成31年法務省令第５号）」第２条第１項及び出入国在留管理庁「特定技能外​

​　　　　国人受入れに関する運用要領」に基づく特定技能の受入企業の基準を満たすこ​

​　　　　　と。​

​　　（イ）企業（規模要件）​

​　　　　以下の要件のいずれかを満たす市内企業等とする。​

​　　ａ　産業競争力強化法第２条第24項に掲げる中堅企業者並びに常時雇用する従業員​

​　が101名以上2000人以下の法人等（以下「中堅企業等」という。）であること。​

​　　ｂ　中小企業基本法第２条第１項各号に掲げる会社及び個人並びに常時雇用する従​

​　業員の数が100人以下の法人等（産業競争力強化法第２条第24項に掲げる中堅企​

​　業者並びに中小企業基本法第２条第１項各号に掲げる会社及び個人に該当するも​

​　のを除く。）（以下「中小企業等」という。）であること。​

​（ウ）外国人材​

​以下の要件のいずれかを満たす者とする。ただし、25人以上は下記ａに該当する​

​外国人材とすること。​

​　　　　ａ　海外に居住し、在留資格「特定技能」により札幌市内事業所への就職を希望​

​　　　　　している外国人であること。​

​　　　　ｂ　日本国内（札幌市を除く）で既に「技能実習」または「特定技能」として稼​

​　　　　　働しており、札幌市内事業所において「特定技能」による就職を希望している​

​　　　　　外国人であること。​

​　　​​（エ）１企業あたりの受入上限数​

​　　　　　１企業あたりの受入上限数は５人とする。​

​イ　委託費を充当する対象経費​

​　　　​​　​​原則、紹介料、受入支援に係る各種手数料等の経費、入国に係る渡航費及び国内の​

​移動に係る経費を対象とするが、事業趣旨及び受託する３事業者間のバランスを踏ま​

​え、札幌市が変更を指示する場合があるため予め留意すること。​

​なお、海外における人材教育費を企業に請求する場合、紹介料等に含むことは差し​

​支えない。​

​ウ　広報​

​　　　　​​リーフレット・Webページ作成を含む対象者に向けた効果的な広報・受付手法を企​

​画提案者が提案すること。事業者団体（協会等）への周知については事前に札幌市と​

​協議の上実施すること。郵送費用等が発生する場合には原則受託者の負担とする。​

​エ　申込受付・選定​

​　　（ア）申込受付​
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​以下の要件を満たすことを誓約書により確認し、企業からの申込を受付する。​

​申込受付期間については、企画提案者が提案すること。ただし受託する３事業者​

​間のバランスを踏まえ、札幌市が変更を指示する場合がある。​

​市内企業のニーズ量測定のため、申込受付期間中は定員充足状況によらず受付​

​を継続するとともに、セミナーや各種広報による自発的な申込か、受託者からの​

​企業開拓による申込かを判別可能にすること。​

​　　 なお、中堅企業等からの申込があった際、予算状況、申込状況により中小企業等​

​　の選定を優先することがある旨、必ず説明すること。​

​ａ　札幌市への採用・定着支援に係る書類の写しの提出に同意すること。​

​ｂ　下記（３）の好事例発信についての協力を依頼した場合、原則取材及び企業名​

​や写真等の公表に対応すること。​

​ｃ　採用・定着支援後、アンケート調査に協力すること。​

​（イ）選定​

​　受託者は、申込企業一覧及び支援対象企業候補一覧を作成し、札幌市に提出する​

​こと。なお、選定方法については人手不足の状況や分野間の応募の偏り、企業規模​

​等を考慮した上での抽選を原則とし、詳細については別途札幌市が指示する。​

​なお、受託する３事業者間で申込状況に極端な偏りが生じた場合は、定員を超過​

​した受託者の企業選定を先行して行い、落選企業に対しもう他方の受託者の案内を​

​行う場合があるため予め留意すること。​

​オ　受入・定着支援の内容​

​受入・定着支援に係る事業費（委託費充当額）は１事業者あたり20,502千円（税​

​込）とし、この金額で支援可能な人数（35人以上）及び下記（ア）～（ク）について​

​の提案内容に基づく概算を示すこと。なお、支援人数の算出及び概算については海外​

​人材を紹介する前提で算出し、送り出し国により異なる項目については実績に基づく​

​平均額等を使用すること（この場合、平均額等算出根拠を付記すること）。分野ごと​

​に異なる料金設定も可能とするが、その場合は金額が異なる理由を明記すること。​

​また、選択制により別料金を徴収するオプションメニューについては選択制の旨、​

​金額、徴収先（企業もしくは特定技能外国人）、委託費充当の有無を明記すること。​

​委託費充当を想定している場合は、支援対象の全てが利用した場合でも支援人数が35​

​人を下回ることの無いよう留意すること。​

​（ア）人材紹介（求人票の作成・職業紹介・採用支援）​

​　　　以下の項目について、企業と特定技能外国人のニーズに寄り添った紹介及び採用​

​後の離職を防ぐための工夫点等を提案すること。​

​　　　　ａ　求人票の作成支援​

​　　　　ｂ　職業紹介（建設分野は求人情報・求職者情報の提供のみ）​

​ｃ　面接・雇用契約の締結支援等​

​（イ）１号特定技能外国人支援計画の策定支援​

​出入国管理局へ提出する支援計画策定の支援をすること。​

​　　（ウ）在留資格認定証明書交付申請の支援​

​入国にあたり、特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請を支援するこ​

​と。​

​（エ）就労前支援​

​以下の項目について、企業及び特定技能外国人のニーズに寄り添った支援内容​

​を具体的に提案すること。​

​ａ　事前ガイダンス​

​ｂ　出入国する際の送迎​
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​ｃ　住居確保、生活に必要な契約支援​

​ｄ　生活オリエンテーション​

​ｅ　公的手続等への同行​

​（オ）定着支援（定期面談及びその他の支援）​

​　　　定期面談及びその他の支援について、詳細や工夫点を提案すること。​

​（カ）日本語教育​

​　　　講座実施のほか継続的な学習支援について、詳細や工夫点を提案すること。​

​（キ）コミュニティ形成​

​　　　日本人との交流促進及び当該事業に参加する外国人同士でのコミュニティ形成に​

​向けたメニューを提案すること。なお、イベント等を開催する場合の参加料は可能​

​な限り無料とすることが望ましいが、徴収する場合にはその旨を明記すること。​

​（ク）アンケート調査​

​　　　当該事業への参加企業に対し、事業効果の測定及び次年度に向けた改善点を検討​

​するためのアンケート調査を実施することとし、概要（スケジュール、調査手法​

​等）を提案すること。なお、アンケート項目については札幌市と協議の上決定する​

​こと。​

​（３）好事例の発信・市内企業への波及​

​　　 ア　事例集の作成​

​　　　　当事業で支援した企業の好事例を４事例以上掲載する事例集を作成の上、自社Web​

​　　　ページ等に掲載し、市内企業への波及を図ること。​

​　　　　なお、企画提案者は事例集の構成、市内企業への周知方法について提案するこ​

​　　　と。​

​（４）事業計画及び事業報告​

​ア　事業計画書の作成​

​受託者は、委託契約締結後速やかに提案内容を基に業務内容の詳細、業務項目ごと​

​の実施スケジュールを含めた「事業計画書」を作成の上、札幌市に提出し承認を受け​

​ること。​

​なお、当該計画を変更する場合には、速やかに「変更申請書」（任意様式）を札幌​

​市に提出し、承認を得ること。​

​イ　月次報告書の作成​

​受託者は、毎月の実績及び今後の支援費の執行見込状況について翌月10日までに札​

​幌市あて報告すること。報告を求める項目については提案内容に基づき札幌市が指定​

​するものとし、月ごと​​の変動が大きい場合等は要因分析を求める場合がある。また、​

​受託する３事業者の実績・進捗状況を各事業者に対し共有する場合があるため、予め​

​留意すること。​

​なお、10日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる​

​場合は、札幌市の翌開庁日までとする。ただし、３月分の実績報告書は令和９年３月​

​31日（水）までに札幌市へ提出すること。また、札幌市から進捗状況に関する問合せ​

​があった場合は、上記期日に関わらず速やかに対応すること。​

​ウ　事業報告書の作成​

​　​​　​​　​ ​受​​託​​者​​は、​​業​​務​​完​​了​​後、​​年​​間​​の​​「事​​業​​報​​告​​書」​​を​​作​​成​​し、​​令​​和​​９​​年​​３​​月​​31​​日​​（水）​

​までに電磁データにより札幌市に提出し、承認を受けること。​

​　​​　​ ​　​​報​​告​​様​​式​​に​​つ​​い​​て​​は​​任​​意​​と​​す​​る​​が、​​本​​業​​務​​の​​目​​的​​に​​資​​す​​る​​項​​目​​に​​つ​​い​​て​​は​​詳​​細​​な​​報​

​告を求めることがあるため、報告書案については事前に確認すること。​
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​６　運営体制​

​本業務の運営体制を提案すること。なお、提案に当たっては各人員の事務局への常駐​

​有無及び支援手法（対面・非対面）を明記すること。​

​（１）事業責任者​

​　　　事務局に常駐し、下記の業務を行う事業責任者を１人配置すること。なお、事業責​

​任者については、事業及び組織のマネジメント経験を有する者を選定すること。​

​　　ア　事業の企画及び実施・進捗管理に関する業務全般​

​　　イ　事業の実施結果のとりまとめ​

​　　ウ　札幌市や関係各機関との連絡調整​

​　　エ　苦情発生時の対応​

​　　オ　その他事業の実施に必要な事務​

​（２）サポートスタッフ​

​事業責任者を補佐する人員を配置すること。事務局への常駐は求めず、事業責任者が​

​兼務することも可能とするが、セミナー運営当日は会場に必要な人員を配置すること。​

​　　ア　各種広報物の作成・配架手配、Webサイト制作​

​　　イ　企業向けセミナーの運営（募集・受付・司会・オンライン対応等）​

​　　ウ　採用・定着支援に係る企業受付・選定・結果通知​

​　　エ　好事例発信のための事例集作成​

​オ　その他事業の実施に必要な事務​

​（３）採用・定着支援スタッフ（通訳者を含む）​

​（４）日本語教育スタッフ​

​７　契約金額の変更（減額）について​

​本業務の実施にあたり、上記５（２）の支援に係る費用の委託費充当分が20,000千円​

​を下回る場合には、20,502千円との差額に本事業の契約における消費税相当額を加算し​

​契約金額から減額する。​

​減額の判定は令和９年３月17日（水）時点の執行見込額により算出することとし、当​

​該期日において、企業へ発行した請求書、請求内訳書、領収書の写し等の関係書類（見​

​込額は任意様式）を提出すること。詳細については後日札幌市が指示する。​

​なお、上記５（２）エ（イ）のとおり、受託する３事業者間の偏りについては原則申​

​込企業への変更案内による調整を基本とするが、乖離の程度及び受託者の希望等を踏ま​

​えて、協議の上、契約内容の変更を行う場合があるため予め留意すること。​

​８　再委託について​

​受託者は、必要に応じて事業の一部について再委託を行うことができる。再委託を行​

​う場合は、再委託承認申請書（別添１）により申請の上、札幌市の承認を受けること。​

​この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守する​

​ものとし、受託者は再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負うものと​

​する。​

​９　業務上の留意事項​

​（１）受託者は、「個人情報の保護に関する法律」等、各種関係法令及び本市規定を遵守​

​して事業を行うこと。また、本業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外​

​部への漏えいがないように注意すること。また、札幌市が提供する資料等を第三者に​

​提供する等、目的以外に使用しないこと。​

​（２）受託者は、契約締結後から業務開始までの間に、運営方法等について札幌市と十分​
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​に協議し、業務開始日から円滑に運営できるよう努めること。​

​（３）札幌市から協議の要請があった場合は、速やかに応じること。​

​（４）受託者は、利用者に対して当該事業とは関係のない商品その他サービスの利用を勧​

​誘してはならない。当該事業に付随する追加サービスを提供する場合は、予め札幌市​

​に協議すること。​

​（５）札幌市は、事業内容等が仕様書に沿っていない、または、効果的な支援が実施でき​

​ない場合等、本業務の目的が達成されないと判断した際は、支援内容の変更・改善の​

​ほか、事業責任者やセミナー講師等、運営体制の変更を求めることができる。受託者​

​は、その求めに誠実に応じなければならない。​

​（６）受託者は、本委託事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、札幌市​

​の承認を受けること。​

​（７）著作権、肖像権等、他の人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。な​

​お、成果物の著作権（印刷物・原稿・データ）は札幌市に帰属するものとし、イラス​

​トについては当該業務の周知等の目的で加工して使用する場合があるため、予め留意​

​すること。​

​（８）受託者は、成果物に関する著作者人格権を、札幌市又は札幌市が指定する第三者に​

​対して行使しないこと。​

​（９）受託者は、札幌市に対し本業務における成果品を創作したこと及び第三者の著作​

​権、著作人格権、その他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するもので​

​はないことを保証すること。成果品の利用について、第三者から権利侵害の訴えその​

​他の紛争が生じたときは、受託者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するも​

​のとし、かつ札幌市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償すること。​

​（10）クレームが発生した場合については、迅速かつ誠実な対応を行うとともに、札幌市​

​に報告すること。また、対応が困難なクレームについては、迅速に札幌市へ報告し対​

​応を協議すること。​

​（11）札幌市の閉庁日に発生したトラブルやクレームについては、受託者が一次対応を行​

​うとともに、翌開庁日に速やかにその内容、状況、経過等について札幌市に報告する​

​こと。​

​（12）当該事業の円滑な運営のため、受託者が変更となった際には業務内容等に関して必​

​要な引継ぎを行うこと。​

​（13）この仕様書に定めのない事項については、札幌市と受託者が協議の上決定する。​

​（14）本業務は札幌市議会において、令和８年度予算案が可決された場合に執行する。予​

​算が確保できない場合は実施を見送ることとなるため、予め留意すること。​

​10　提案を求める事項​

​（１）本業務を行うに当たっての基本的な考え方​

​　　ア　本業務についての理解（統計分析等）​

​　　イ　対応分野及び事業実績​

​対応分野・支援実績等（別添２）を提出するほか、提案書に主要な実績数値、登録​

​支援機関としての支援歴、特徴的な取組等を記載すること。​

​（２）企業向けセミナーについて​

​　　ア　効果的な広報手法（各種広報物の種別・印刷部数、掲載媒体の発行部数等を具体​

​的に記載すること）​

​イ　セミナー内容​

​　　ウ　講師の保有資格や経験、選定理由等　​

​　　エ　受付手法、実施回数、開催時間、実施時期、会場、参加企業目標数​
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​（３）伴走型の受入・定着支援​

​ア　効果的な広報手法（各種広報物の種別・印刷部数、掲載媒体の発行部数等を具体的​

​に記載すること）​

​イ　本事業利用促進のための効果的な営業手法（外国人雇用に関心のある層・関心のな​

​い層それぞれに対するアプローチ手法等を具体的に記載すること）​

​ウ　受付から事業終了までの想定スケジュール​

​エ　受入支援人数​

​オ　受入のターゲットとする業種​

​カ　受入・定着支援内容​

​・５（２）オ（ア）～（ク）の各項及び独自の支援内容について、詳細に記載する　​

​　こと。​

​・本事業で受け入れた外国人を、履行期間終了後も定着させるために実施する取組　​

​　についても記載すること。​

​キ　受入・定着支援に係る概算​

​（４）好事例の発信・市内企業への波及​

​　　ア　事例集の構成・特徴及び市内企業への周知方法​

​（５）独自提案事項​

​５（１）～（４）に記載の業務内容のほか、本業務の趣旨を踏まえて独自の追加メ​

​ニューがある場合は提案すること。​

​（６）運営体制​

​　　ア　運営体制図​

​　　イ　事務局配置人員の保有資格や経験、対応言語、選定理由​

​　　ウ　その他本業務の支援に係る人員の保有資格や経験、対応言語、選定理由​

​（７）その他​

​　　ア　関係機関との連携について​

​　　イ　再委託の範囲​

​　　ウ　業務実施に係る概算費用​

​・概算費用については①企業向けセミナー、②受入・定着支援、③好事例発信、④人​

​件費、に区分し、それぞれ積算内訳（単価・数量）がわかるように提案すること。​

​・人件費については６（１）分のみを計上し、その他の社内統括責任者、企業開拓・​

​営業担当者、支援担当者等については各項目の支援費等に含むものとし、「人件​

​費」として計上しないこと。​

​　　エ　公的機関からの受託実績​

​11　事業費​

​　　予算額は、下記のとおりとする。なお、契約金額は別途決定する。​

​（１）セミナーあり：23,750千円（税込）​

​（２）セミナーなし：23,125千円（税込）​

​12　本件に係る問い合わせ先​

​　　札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部雇用労働課​

​担当：山田、岡（電話211-2278）​
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​　  別添１​

​令和　年　月　日​

​（あて先）札幌市長　秋元　克広​

​事業者名​

​職・氏名　　　　　　　　　　印​

​令和８年度外国人受入・定着支援業務　再委託承認申請書​

​令和８年度外国人受入・定着支援業務の実施にあたり、その一部を下記により再委託す​

​ることとしたいので申請します。​

​記​

​１　再委託の相手方​

​住　　所　​

​名　　称　​

​２　再委託を行う業務​

​　　​

​３　再委託の必要性及び再委託する相手方が委託される業務を履行する能力​

​　　​

​４　再委託先に提供する情報​

​　　​

​５　（個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合）再委託先における安全性、信頼​

​性を確保する対策、再委託先に対する管理及び監督の方法​

​　　​

​６　再委託を行う金額​

​　　　　　　　　円​

​（注１）再委託先が複数の場合は、再委託先ごとの内容がわかるよう記載すること。​

​（注２）個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合は、再委託先において作成した​

​　　　「個人情報取扱安全管理基準適合申出書」を添付すること。​
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